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国際原子力人材育成イニシアティブ事業の評価について
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原子力科学技術委員会では、原子力に関する研究開発課題の事前評価、中間評
価及び事後評価を実施。

今年度、本事業の平成27年度～令和元年度の中間評価を実施することとなってい
る。（平成26年度以前の取組については平成27年度に中間評価を実施済）

事務局が作成した資料2-2について、本日の作業部会で意見をいただいた後、原子
力科学委員会において評価案を取りまとめ、翌年2月頃の研究計画・評価分科会に
おいて評価を決定する。
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令和３年度の新規公募方針

平成31年度以前の公募では、機関ごとの特色を活かした取組を幅広く公募し、対象と
する人材や波及効果も含めて審査を行い、採択課題を決定してきたが、令和２年度の
公募では、我が国全体としての原子力分野の人材育成機能の維持・充実を目的とし、
大学が教育基盤を補い合うためのコンソーシアムを形成を行うこととした。

一方で、今年度の審査の過程において、原子力分野を支えるためには多様な人材が
必要であり、コンソーシアムの一部としての実施が必ずしも適切とは言えない取組もあ
ることが指摘されている。

令和３年度の新規公募については、１件×１５００万円程度で要求中。

国際原子力人材育成イニシアティブ

令和３年度概算要求額：229百万円（令和２年度予算額：229百万円）

令和３年度については、機関横断的であることを重視しつつ、
機関ごとの取組に対して公募を実施する方向で検討中。
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前回の作業部会における委員からの主な御意見

コロナ下での実験・実習は困難であり、ＦＳ課題の評価には工夫が必要。また、採択さ
れた課題間での新しい方向性等に関する意見交換、情報交換を積極的に促すべき。

公募時は、提案機関には、どのような拠点をつくるべきか戸惑いがあり、また、コロナ
下で中身が十分考えられなかったところもあると思う。今後、６つのＦＳ課題を２拠点に
まとめていく、絞り込んでいくにあたっては、各機関と十分にコミュニケーションをとりつ
つ進めることが重要。

産業界にもこの事業の方向性、参加者や内容を伝え、協力を得るとともに、信頼性を
高めるべき。また、人材育成ネットワークとも意見交換をして欲しい。

例えば、資格をとれるようにするなど人材育成の成果を、定量的、目に見えるかたち
にすることも重要。



国際原子力人材育成イニシアティブ事業の見直しの方向性

＜見直しに向けた視点＞
我が国全体として、原子力分野の人材育成機能を維持・充実することが重要。
一方、現行事業の成果・達成目標については、実習・育成対象とする人数に重点が置かれており、採択
課題の実施が一過性のイベント開催となる傾向にあり、補助期間終了後に機関が自立的に事業を継続
することが困難な要因となっている。
現行事業では、個々の課題の進捗を十分に確認・管理する体制が整備されていない。

＜原子力分野の中長期的課題＞

○東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた、
原子力安全の確保や更なる向上

○「多様な社会的要請の高まりも見据えた原子力関連技術
のイノベーションを促進」「産学官の垣根を越えた人材・技
術・産業基盤の強化」という観点の追及 （第５次エネル
ギー基本計画）

＜人材育成機能の脆弱化＞

○原子力関係学科・専攻の減少
○原子力関係学科（大学）における原子力専門科目の開講科

目数の減少（７０年代と比較し半数程度）
○原子力関係の教員数の減少（特に～４０代において顕著）
○稼働している試験研究炉の減少に伴う、実験・実習、教育

及び人材育成の機会減少

令和２年度より、事業スキームを大幅に見直し

これまでは個別の大学等における人材育成の取組を支援していたが、我が国全体として原子力分野の人
材育成機能を維持・充実していくため、今後は、人材育成や組織体制の強化に向けて、産業界や他分野
との連携・融合等を含めた幅広い観点から、複数の機関が連携した中長期的な取組を支援

実施課題に求められる人材育成機能及び期待される取組例を公募要領に規定

事業を統括するプログラムディレクター（ＰＤ）、コンソーシアムの運営を管理・支援するためのプログラム
オフィサー（ＰＯ）を新たに設置 4

〔第3回原子力研究開発・基盤・人材作業部会（令和2年5月20日）資料〕



令和２年度国際原子力人材育成イニシアティブ事業について
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【事業の目的】
大学や研究機関等が組織的に連携し、原子力分野において育成する魅力的な人材像を掲げ、共通基盤的な教
育機能を補い合うことで、拠点として一体的に人材を育成する体制の構築を促し、ひいては我が国の原子力分
野の人材育成機能の維持・充実に寄与することを目的とする。

【支援内容】
複数の機関が連携してコンソーシアムを形成し、原子力分野において育成する魅力的な人材像を掲げ、既に有
する人材、教育基盤、施設・装置、技術等の優位性ある資源を有機的に結集し、一体的に人材を育成する体制
を構築する。
※実施課題に求められる人材育成機能は次頁に詳述

【補助期間及び補助額】
コンソーシアムにて実施する内容の提案は７年間の拠点形成計画とし、うち原則として最初の１年間をフィージ
ビリティスタディー（ＦＳ）として、年間1500万円程度を交付する。
令和２年度中にFS審査・評価を実施し、特に優れた成果をあげているものについて、実施計画の残りの一定期
間（～６年間）について補助金（年間最大7000万円程度）を交付する。

【運営体制】
ＰＤ及びＰＯを新たに設置し、実施課題の審査・選定、運営管理、評価等を実施する。また、各年度末に、採択課
題からの成果報告会を実施する。

ＰＤ：山本章夫 名古屋大学大学院工学研究科総合エネルギー工学専攻教授
ＰＯ：黒崎健 京都大学複合原子力科学研究所教授
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コンソーシアムにおいて実施する内容（イメージ）

○コンソーシアムは、７年間の拠点構築の過程において、①～⑤の人材育成機能を強化していく。

○将来的には、コンソーシアム各実施課題が、補助期間終了後も自立的・持続的な人材育成を推進する拠点を構
築し、我が国の原子力に貢献する人材育成の中核となることを目指す。
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① 構成機関の相互補完による体系的な専門教育カリキュラムの構築や、講義・
実習の高度化・国際化

主要な基礎・基盤科目のカリキュラムの共同開発や単位互換協定の締結による単一機関で開講していた講義
の他機関への水平展開、教員の資質向上を目的とした研修の共同実施、コンソーシアム内での教員の講義対
象範囲の拡大、講義資料のオープン化、社会人向けリカレント教育の充実

② 原子力施設や大型実験施設等を有する機関及びこれらの施設の所属する立
地地域の原子力教育の充実への寄与

原子力施設や大型実験施設の共同利用契約の締結や研究機関とのクロスアポイントメントによる実習機会・内
容の充実、立地地域における学生の就業体験の機会増加及び社会人向けリカレント教育の充実

③ 国際機関や海外の大学との組織的連携による国際研鑽機会の付与
海外の大学との協定の締結による単位互換・両機関からの学位授与制度の創設（ダブルディグリー）・教員及び
学生の相互派遣、国際機関や海外の大学等と連携して実施する原子力イノベーションに関する国際リーダー育
成に資する合宿形式のワークショップの開催

④ 産業界や他分野との連携・融合の促進
企業等との共同研究をもとにした修士・博士論文のテーマ設定・寄付講座開設・外部講師の任用、多様な分野と
の連携による新興・融合領域の開拓に資する取組、人文・社会科学分野との連携によるELSI/RRI＊に関する講
義の導入 ＊ELSI: Ethical, Legal, and Social Issues/ RRI: Responsible Research and Innovation

⑤ コンソーシアム内の機能①～④を有効に活用するマネジメントシステムの構築

大学Ａ 大学Ｂ

民間企業Ｅ

高等専門学校Ｄ

研究機関Ｃ

大学
研究機関

民間企業
コンソーシアム内外の展開に

よる相乗効果
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